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第 ４ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 
 
 
日      時  平成３０年４月１８日（水）午前１０時００分 
 
場      所  津市水道局 ２階 大会議室 
 

出 席 部 会 委 員  1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・ 4 田村
た む ら

 明
あきら

 

5 前
まえ

川
かわ

 洋子
よ う こ

・ 8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・10 川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

 

13 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・19 佐野
さ の

すま子
こ

・21 坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

・24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 
 

                                  以上１２名 
 

欠 席 部 会 委 員   11 横山
よこやま

 帛生
は く お

・ 9 石
いし

井
い

 康宏
やすひろ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・長谷川次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：倉田主事補 美里：向出主査 安濃：北角担当主幹 

 芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・ 3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 
報告第６号 買受適格証明願（公売）について 
報告第７号 時効取得による所有権の移転について 
報告第８号 農地所有適格法人の定期報告について 

 
 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 
 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 
 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 
議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 
議案第６号 非農地証明願について 
議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 
 

議  長   それでは第４回第１農地部会を開催させていただきます。 
       本日の欠席は、１１番の横山帛生委員、９番の石井康宏委員の２名で、出席

委員は１２名です。 
       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。１番の太田

泰弘委員、３番の坂倉行光委員 よろしくお願いします。 
       まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第８号

まで、事務局から一括報告をお願いします。 
 
事 務 局   初めての説明であります。よろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただきます。 

       議案書の１ページから４ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から１８で、合計件数は１８件、合計面積は６６，６７６㎡で、その

内訳は田が６２，８５８㎡、畑が３，８１８㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

       ５ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

       番号１から９で、件数は合計で９件、合計面積は２４，９０７㎡で、その内

訳は田が１１，５９４㎡、畑が１３，３１３㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が宅地になっているところは、無断転用の可能性があります

ので、届出人に対して指導しております。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

       番号１、一般個人住宅用地 

       番号２、集合住宅用地 

       番号３、進入用道路 

       番号４、一般個人住宅用地 

       件数は合計で４件、合計面積は、１，１７０．７㎡、このうち田が６６５．

７㎡、畑が５０５㎡でございます。 

 

 ９ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

 番号１、一般個人住宅用地 

       番号２、駐車場用地 

       番号３、進入用道路 

       番号４、一般個人住宅用地 

       番号５及び番号６、建売（分譲）住宅用地 



 3 

       番号７、進入用道路 

      でございます。 

       以上、件数は７件で、合計面積は２，００９㎡、この内訳は田が１，００１

㎡、畑が１，００８㎡でございます。 

  

 １０ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

 番号１、駐車場用地 

 の１件で、面積は田で２，４６４㎡になります。 

 

 １１ページから１２ページをお願いいたします。 

報告第６号 買受適格証明願（公売）について、でございます。 

 番号１、２、３、４とも、太陽光発電施設用地 

でございます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は６，９８０㎡、この内訳は田が５，４４８

㎡、畑が１，５３２㎡でございます。 

  

       １３ページをお願いいたします。 

報告第７号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

       番号１、権利者、    、申請地は畑で４５６㎡、取得年月日は平成元年

４月１日でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

               

 １４ページをお願いいたします。 

報告第８号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       番号１、株式会社    、主たる耕作物は花き、耕作面積は、畑で３．８ 

ｈａ 

       番号２、    農事組合法人、主たる耕作物 野菜、耕作面積 田１．８

ｈａ 畑２７．４ｈａ 採草放牧地９ｈａ 合計３８．２ｈａ 

       番号３、有限会社    、主たる耕作物は花苗、耕作面積は、田で３．７

ｈａ 

       番号４、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で８６ｈ

ａ 

       番号５、株式会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で１００

ｈａ 

       番号６、株式会社    、主たる耕作物は花き、耕作面積は、畑で７ｈａ 

       番号７、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田２２．

１ｈａ、畑０．５ｈａ 合計２２．６ｈａ 

       番号８、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田８４

ｈａ、畑１ｈａ、合計８５ｈａ 

       番号９、有限会社    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は、田で６３ｈ

ａ 

       番号１０、株式会社    、主たる耕作物は野菜、耕作面積は、田３５．

２ｈａ、畑２ｈａ、合計３７．２ｈａ  
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       番号１１、株式会社    、主たる耕作物はブロッコリー、耕作面積は、

畑で３．３ｈａ 

       番号１２、農事組合法人    、主たる耕作物は水稲、耕作面積は田で１

０．３ｈａ 

       以上件数は１２件で、いずれの案件も、組織形態要件、事業要件、構成員要

件、業務執行役員要件のすべてを満たしております。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。

それでは、議案事項に入ります。議案第１号 農地法第３条の規定による許可

申請について（所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

      

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 雲出、受人     、面積 ９，７００．３㎡、渡人  

   、面積 ８，０７８㎡、申請地 雲出本郷町荒木    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ５００㎡ 外２筆、合計面積 ３，１７６㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。  

         番号２、地区 安西、受人     、面積 ６１，９１９㎡ 渡人   

   外１名、面積 ８，８１８㎡ 申請地 芸濃町萩野米野    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ８００㎡ 外３筆 合計面積 ６，５７７㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号３、地区 村主、受人     、面積 ５，６７９㎡、渡人    

 、面積 １，６６２㎡ 申請地 安濃町川西世古    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 １４２㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は３件、合計面積は、９，８９５㎡、このうち田が９，７５３㎡、

畑が１４２㎡でございます。 

        これら案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

        

太田委員   １番、太田です。地元推進委員と現地を確認して、問題ないということです

が、実はここはこれまで私が草刈りをして管理していたところです。やってい

ただければ結構かと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号２番。 
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川口委員   １０番、川口です。担当の石井委員が本日は欠席でございますが、９日に現

地確認したところ、地元推進委員は都合が悪く欠席でしたが、石井委員と現地

確認いたしまして別に問題ないということでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号３番。 

 

平井委員   １３番、平井です。４月９日に現地確認を行いました。地元推進委員も問題

なしということでござまいすので、事務局の説明どおり何の問題もございませ

んので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。

皆さんいかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

        

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可することに決定いた

します。 

       次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 片田、申請者     、申請地 片田田中町鎌田    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ２０１㎡。 

       これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地とするものです。農地区分は、

第３種農地と判断されます。 

       番号２、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町久知野橋爪   

 、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，６４２㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、５３１．３６㎡、転用面積の４１％になります。農地区分は、第

３種農地と判断されます。 

       番号３、地区 黒田、申請者     、申請地 河芸町浜田西垣内   

 、台帳地目は畑、現況地目は雑種地、面積 １６１㎡。 

       これにつきましては、申請地を５０年以上前から墓地用地として管理されて

おり、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

       番号４ 地区 辰水、申請者     、申請地 美里町穴倉三垣内   

 、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４９㎡ 外１筆、合計面積 ４４５

㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電用地とするものです。パネル設置

面積は、２０９．９２㎡、転用面積の４７％になります。農地区分は、第２種

農地と判断されます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は、２，４４９㎡、このうち田が１，８４３

㎡、畑が６０６㎡でございます。 

       これら案件につきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許
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可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

        

前川委員   ５番、前川です。４月９日に現地確認をいたしまして、地元推進委員も特に

問題ないということです。事務局の説明どおり、特に問題ないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。番号２番。これは私の地区です。地元推進委

員も別に問題なしということで、事務局の説明どおり、問題はありません。番

号３番黒田です。地元推進委員も別に問題ないということで、事務局の説明ど

おりでございます。 

続いて、番号４番。 

 

事 務 局   本日横山委員が欠席でございますが、事前に報告をいただいておりますので、

お伝えさせていただきます。この案件について支所職員に説明を受け、４月９

日に現地確認をしましたところ、地元推進委員も別に問題ないとのご意見をい

ただきましたので、よろしくお願いしますとのことでございます。 
 
議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

        

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第２号については、

許可をすることに決定いたします。 

       次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有

権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページから２０ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。恐れ入りますが、番号４の施設の概要欄の訂正をお願いい

たします。 

       これにつきましては、転用の目的を福祉施設駐車場用地としておりますが、

福祉施設駐車場及びコンテナ置場用地に訂正をお願いいたします。 

  

       番号１、地区 一身田、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 一身田豊野ほノ坪    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ３８３㎡ 外１筆、合計面積 ５１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２６５．６８㎡、転用面積

の５１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 櫛形、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人     、申請地 分部五反田    、台帳地目・現況地目とも田、面
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積 １，４６６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３１.３６㎡、転用面積は、

周りの高台や樹木の影響で影になる部分がありますことから、３６％になりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部大山

田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９１５㎡ 外１筆 合計面積

 ９９０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６０１.４７㎡、転用面積の

６１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 高茶屋、受人     、渡人     、申請地 高茶屋

小森町竹縄    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３３８㎡ 外

１筆、合計面積 １,２３３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を福祉施

設駐車場及びコンテナ置場用地とするものですが、既にこの目的で利用されて

おり、所有者から始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。

農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号５、地区 高茶屋、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 城山三丁目    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ７８８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４２３.０２㎡、転用面積の

５３％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 雲出、受人 合同会社     代表社員     、渡人

     、申請地 雲出伊倉津町高峯新田    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ２３４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、次の番号７で許

可を受けようとする、南側隣接の太陽光発電施設への進入路及び維持管理時の

駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出伊倉

津町高峯新田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４３㎡ 外２筆、

合計面積 ７０６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４５９.２㎡、転用面積の６

５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋

本下モ田    、台帳地目 畑、現況地目 畑・一部雑種地、面積 ２１７

㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場、

庭、物置用地とするものですが、渡人から平成２１年から駐車場として利用し

ていた旨の始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 明、受人 株式会社     代表取締役     、渡人

    、申請地 芸濃町楠原庭代    、台帳地目・現況地目とも田、面
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積 ９８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を共同住

宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 安西、受人     自治会 代表者     、渡人  

   、申請地 芸濃町北神山上前興    、台帳地目 田、現況地目 雑

種地、面積 ２４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地をかんが

い用井戸用地とするものですが、平成２８年６月から既にこの目的で利用して

おり、受人から始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。

農地区分は、農用地区域内の農業用施設用地です。 

       番号１１、地区 長野、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 美里町桂畑垣    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ３８７㎡ 外１筆、合計面積 ８８６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４４０.０４㎡、転用面積の

４９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１２、地区 長野、受人     、渡人     、申請地 美里町

北長野細野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２３０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１３、地区 安濃、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町内多宮ノ裏    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １２４㎡ 外２筆、合計面積 １,２７７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、近隣の事業所及

び居住する者を対象に貸駐車場用地とするものですが、看板による掲示の有無

及び使用者との契約状況に関し、申述書が提出されています。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

       番号１４、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町

安濃柱    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を車庫用

地とするものですが、渡人より今は亡き当時の所有者が平成２０年ごろに農機

具格納庫として建築された旨の経過書が提出されています。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       番号１５、地区 明合、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 安濃町野口朝日    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ５１５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣地との一体的利用により

５８５.６７㎡、転用面積の５０％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

       番号１６、地区 香良洲、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人      外１２名、申請地 香良洲町辰新田    、台帳地目・現

況地目とも畑、面積 １,３８７㎡、外２９筆。 

２０ページへの記載になりますが、合計面積 ２４,６８９㎡。 

 これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１７,１９９.３３㎡、転用
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面積の７０％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１６件、合計面積は、３５,０２４㎡、このうち田が７,１１９

㎡、畑が２７,５１８㎡、その他が３８７㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

田村委員   ４番、田村です。４月９日に地元推進委員と現地確認を行いました。事務局

の説明どおりで特に問題ありません。 

        

議  長   はい、ありがとう。番号２番、３番。 

 

前川委員   ５番前川です。２番は４月９日に会長、部会長、地元推進委員と現地確認い

たしましたが、特に問題ありません。事務局の説明どおりです。３番は地元推

進委員と現地確認をして、これも事務局の説明どおり特に問題ありませんので、

よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号４番。 

 

太田委員   １番、太田です。９日に守山会長、喜多部会長、地元推進委員立会いのもと

確認させていただきました。事務局の説明どおり問題ないとうことで、よろし

くお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号５番、６番、７番。 

 

太田委員   １番、太田です。５番は地元推進委員と立会いをいたしまして、問題ないと

いうことでございます。事務局の説明どおりですので、よろしくお願いしたい

と思います。６番、７番は先ほどの事務局の説明がありましたとおりで、地元

推進委員と現地確認をさせていただきました。問題ないということですので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号８番、９番、１０番。 

 

川口委員   １０番、川口です。９日に地元推進委員と現地確認いたしました。別に異議

はないという返答をもらいました。番号９番です。地元推進委員に確認いたし

ました。別に問題ないということでございました。１０番です。石井委員が本

日は欠席でございますので、私がことづかって来ましたので、報告させてもら

います。地元推進委員も出席いただき、現地を確認いたしまして、別に問題は

ないということです。いずれも、事務局の説明どおり意義はないということで

ございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号１１番、１２番。 

 

事 務 局   番号１１番、１２につきまして、横山委員の案件でございます。番号１１、
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４月９日に現地確認をし、地元推進委員より問題ない旨の意見をいただいて

おります。問題ないと思いますのでよろしくお願いします。番号１２でござ

いますが、こちらも地元推進委員より問題ないという意見をいただいており、

よろしくお願いしますとのことでございます。 

 

議  長    はい、ありがとう。番号１３番、１４番、１５番。 

 

淺生委員    １２番、淺生です。１３番は会長、部会長、地元推進委員と現地確認をし

た結果、別に問題なしということです。よろしくお願いします。１４番は地

元推進委員も問題なしということで、よろしくお願いします。１５番明合に

ついて、地元推進委員と現地確認をした結果、問題なしということです。よ

ろしくお願いします。 
 
議  長    はい、ありがとう。番号１６番。 

 

太田委員    １番、太田です。９日に守山会長、喜多部会長と立会いのもとに、現地確

認しました、なお地元推進委員からは問題ないとの報告も受けまして、事務

局の説明どおり、問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 
 
議  長    地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがで

すか。 

  

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

        

議  長    ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第３号については、

許可をすることに決定いたします。 

        次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局    ２１ページをお願いいたします。 

        議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、地区 大里、借人     、貸人     、申請地 大里睦

合町蟹田    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ８８０㎡。 

        これにつきましては、借人は、貸人との間に３５年間の賃貸借権を設定し、

申請地を歯科診療所用地とするものですが、借人より、以前から資材置場と

して使用している旨の始末書の提出がありますので追認しようとするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        以上、件数は１件、合計面積は、田で８８０㎡でございます。この案件に

つきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

        以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

坂倉委員    ３番、坂倉です。４月９日に地元推進委員と現地確認いたしました。特に
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問題ありませんので、よろしくお願いします。 

      

議  長    地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがで

すか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞   

       

議  長    ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第４号については、

許可をすることに決定いたします。 

        次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局    ２２ページをお願いいたします。 
        議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。 
  
        番号１、地区 神戸、借人     ・     貸人     、申請

地 半田五反田    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ５４２

㎡。 
        これにつきましては、借人は、貸人との間に永年の使用貸借権を設定し、

申請地を農家住宅用地とするものですが、貸人より亡き父が平成１５年から

隣接する事業所の駐車場として使用していた旨の始末書の提出がありますの

で追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
        番号２、地区 高野尾、借人     ・    、貸人     、申

請地 高野尾町細越    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １４９㎡

 外１筆、合計面積 ４９７㎡。 
        これにつきましては、借人は、貸人との間に永年の使用貸借権を設定し、

申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 
        番号３、地区 辰水、借人     、貸人     、申請地 美里町

家所今里    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２８４㎡。 
        これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定

し、申請地を一般個人住宅用地とするものですが、借人より建築工事に取り

掛かったところ農地であることが判明した旨の始末書の提出がありますので

追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
        以上、件数は３件で、合計面積１,３２３㎡、このうち田が５４２㎡、畑が

７８１㎡でございます。いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項

各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
        以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

        

前川委員    ５番、前川です。４月９日に現地確認を地元推進委員としまして、ここの

場所は平成１５年ぐらいから、駐車場として使われているということで、始

末書も出ていますので、特に問題ないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
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議  長    はい、ありがとう。番号２番。 

 

坂倉委員    ３番、坂倉です。４月９日に地元推進委員と一緒に現地確認しました。特

に問題ございません。また、４月１３日に高野尾地区農業振興協議会におい

て諮りましたところ、特に問題ないということで、事務局の説明どおりで、

よろしくお願いします。 

 

議  長    ありがとう。番号３番。 

 

事 務 局    こちらも横山委員の案件でございますが、４月９日に現地確認をしました。

地元推進委員も問題ないとのご意見でした。私も同意見です。よろしくお願

いいたしますとのことでございます。 

 

議  長    地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがで

すか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

         

議  長    それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定

いたします。 

次に議案第６号、非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局    ２３ページをお願いいたします。 

        議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

 

        番号１ 地区 草生、願出者     、申請地 安濃町安部下津見  

  、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ６６㎡。 

        これにつきましては、提出されております平成３０年３月１９日発行の平

成２９年度固定資産課税台帳記載事項証明書により、申請地には昭和３０年

築の納屋があることが確認できます。 

        このことから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、これは津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えな

いものと考えます。 

        番号２ 地区 明合、願出者     、申請地 安濃町大塚垣内   

 、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３７４㎡。 

        これにつきましては、提出されております平成３０年３月１２日発行の登

記全部事項証明書により、申請地には、昭和６２年建築の倉庫があることが

確認できます。 

        このことから、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、これは津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えな

いものと考えます。 

        以上、件数は２件、合計面積は、畑で４４０㎡でございます。 

        ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長    事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

        

平井委員    １３番、平井です。４月９日に地元推進委員ともども現地確認を行いまし

た。問題ないということでございますので、事務局の説明どおり、特に問題

ございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長    はい、ありがとう。番号２番。 

 

淺生委員    １２番、淺生です。地元推進委員ともども現地確認しました。事務局の説

明どおり、問題なしということですのでよろしくお願いします。 

 

議  長    はい、ありがとう。地元委員さんからは、異議のない旨の発言がありまし

た。皆さんいかがですか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

        

議  長    それでは異議なしと認め、議案第６号については、証明することに決定い

たします。 

次に別冊でお配りしました、議案第７号 農業経営基盤強化促進法 第１

８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。 

事務局の説明をお願いします。 

  

事 務 局    議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について、でございます。資料の２枚目、農用地利用集積計画

地区別集計表をご覧ください。 
        各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。まず、津地区をご

覧ください。田の賃貸借、使用貸借で９３,８７７㎡、畑の賃貸借、使用貸借

で７,６２５㎡、契約件数は６５件でございます。 
        河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１４２,２４４㎡、畑の

賃貸借で１２２㎡、契約件数は３５件でございます。 
        安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２８０,０１６.６５㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で６２０㎡、契約件数は８０件でございます。 
        芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２９,０４４.３㎡、契約

件数は１１件でございます。 
        美里地区につきましては、田の使用貸借で８,１４０㎡、契約件数は４件で

ございます。 
        香良洲地区につきましては、契約はございませんでした。 
        以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて、５５３,３２１.

９５㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８,３６７㎡、合計契約件

数は１９５件、合計面積は５６１,６８８.９５㎡となっております。 
  

次に認定農業者への集積状況でございます。地区別の認定農業者への集積

は津地区２６件、河芸地区２８件、安濃地区７４件、芸濃地区４件で合計１

３２件、合計面積は４６２,７８０.９５㎡でございます。 
        今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基
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盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 
        次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが。 
        今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまし

て、ご配慮いただきますようよろしくお願いします。 
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
議  長    事務局の説明が終わりました。始めに、農業委員会等に関する法律第３１

条の議事参与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

        整理番号１０、ほか４件についてです。 

            委員、一時退室をお願いします。 

        

        ＜ 退  室 ＞   

               

議  長    この５件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

 

議  長    ありがとうございました。入室してください。 

       

        ＜ 入  室 ＞  

 

議  長    次に、整理番号１９１についてです。 

            委員、一時退室をお願いします。 

        

        ＜ 退  室 ＞ 

        

議  長    この件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

 

議  長    ありがとうございました。入室してください。 

       

        ＜ 入  室 ＞         

 

議  長    次に、整理番号３３、ほか４件についてです。 

            委員、一時退室をお願いします。 

        

        ＜ 退  室 ＞ 

        

議  長    この５件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞  

 

議  長    ありがとうございました。入室してください。 
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        ＜ 入  室 ＞   

     

議  長    次に、整理番号９、ほか５１件の    に関する分についてです。 

            委員、一時退室をお願いします。 

        

        ＜ 退  室 ＞   

        

議  長    この５２件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞    

 

議  長    ありがとうございました。入室してください。 

             

        ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長    それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願

いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員    ＜一同 異議なし＞    

 

議  長    それでは議案第７号について、すべて適正であると認め、市長に進達する

ことにいたします。 

        以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。  

        第４回第１農地部会を終了いたします。 
 
 

午前１１時０７分 
 

 
上記は、第４回第１農地部会の議事を録したものである。 
  平成３０年４月１８日 
 
 
                     議事録署名者              
 
 
 
                     議事録署名者              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


